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研究要旨 

東京電力福島第一原子力発電所(FDNPS)事故直後に設定された暫定規制値に代わり、2012 年 4 月以降の

長期的な状況に対応するために新しい基準値が設けられた。その適用された食品中の放射性物質の基準値

は、放射性セシウム(Cs)について「一般食品」では 100 Bq/kg、「乳児用食品」および「牛乳」では、より安全側に

50 Bq/kg とすることが妥当であると考えられた。この基準値の導出には、規制対象核種について、食品への移

行経路毎に放射性核種移行評価を実施して食品中の放射性核種濃度比を推定することにより、測定対象核種

である放射性 Cs 以外の核種の寄与も考慮されている。規制対象核種は、原子力安全・保安院（当時）が作成・

公表した試算値のリストに掲載された核種のうち、半減期が１年以上の核種としているため、半減期が約８日の

ヨウ素-131（131I）は含まれていない。また、半減期が約 1570万年のヨウ素-129（129I）は原子力安全・保安院の試

算値に含まれていないため規制対象核種となっていないが、規制対象核種以外の核種の影響に関しては、い

ずれも影響は小さいとされている。本研究では、2019 年度に福島県内で生産されたジャガイモ中の放射性 Cs

濃度及びストロンチウム-90（90Sr）濃度、並びに基準値の設定において影響が小さいとして規制対象核種に含

まれなかったヨウ素-129（129I）濃度の測定結果から、放射性 Cs および 90Sr 及び 129I に起因する内部被ばく線量

を推定することにより、現行の基準値によって食品中の放射性物質について安全性が十分に確保されているこ

とを確認した。 

 
A. 研究目的 

2011 年 3 月 11日に発生した東日本大震災に起

因する東京電力福島第一原子力発電所(FDNPS)

事故（以下「FDNPS 事故」という。）により、大量の放

射性物質が大気及び海洋に放出された。このことか

ら、厚生労働省は、2011年3月 17日に原子力安全

委員会（当時）が原子力施設等の事故に備えて定

めていた「原子力施設等の防災対策について」の

「飲食物摂取制限の指標値」を「暫定規制値」として

設定した。また、食品安全委員会は、放射性物質に

よる食品健康影響評価を実施し、10月27日に厚生

労働大臣に対し、食品中に含まれる放射性物質に

関する食品健康影響評価書を答申した。薬事・食

品衛生審議会は、この答申を受け、2012 年 4 月以

降の長期的な状況に対応する食品中の放射性物

質の基準値について、合理的に達成できる限り線

量を低く保つという考えに立ち、より一層、国民の安

全・安心を確保する観点から、介入線量レベルを年



 

間 １ mSv に引き下げることが妥当と判断した。そし

て、この線量に相当する食品中放射性セシウム（Cs）

の限度値を導出することにより、基準値を設定した 1)。 

この基準値を設定する際、農畜産物等への放射

性核種の移行評価を行うことにより、食品の摂取に

起因する内部被ばく線量評価を実施した。その結

果、限度値が最も小さくなるのは、１年目における

13-18 歳（男）であり、想定外の食品摂取をしても安

全が確保できるよう、介入線量レベルに一定の余裕

を持たすため、一般食品の基準値は、この値を安

全側に切り下げて 100 Bq/kg と設定することが妥当

とした。その設定に際し、モニタリング検査等から得

られている実測値や流通食品に輸入食品が多く含

まれる実態から、流通する食品の汚染割合を「一般

食品」については 50 %であると仮定した。また、「乳

児用食品」および「牛乳」については、流通する全

ての食品に基準値上限の放射性物質が含まれると

しても年間 １ mSv を超えることがないよう、より安全

側に 50 Bq/kg の基準値を設定することが妥当とし

た。  

  基準値の設定にあたっては、最も内部被ばく線

量に対する影響が大きいと推定され、迅速にかつ

比較的容易に多数の食品について測定可能なセ

シウム-134（134Cs）およびセシウム-137（137Cs）を測

定対象核種とした。なお、この内部被ばく線量評価

の対象とする核種（以下「規制対象核種」という。）は、

今回の事故で福島原発から大気中に放出され、原

子力安全・保安院（当時）が作成・公表した試算値

のリストに掲載された核種のうち、この基準値が

2012 年 4 月以降に適用されることに鑑み、半減期

が１年以上の核種すべてを規格基準の設定で考慮

することが妥当であるとした。すなわち、放射性セシ

ウム（134Cs、137Cs）以外に、ストロンチウム-90（90Sr）、

ルテニウム-106（106Ru）、プルトニウム同位体（238Pu、

239Pu、240Pu、241Pu）を規格基準における規制の対象

となる放射性核種とした。よって、半減期が約８日の

ヨウ素-131（131I）は規制対象核種に含まれていない。

また、放射性 Cs 以外の核種の影響については、検

査の実効性を確保する観点から、放射性 Cs による

被ばく線量に対する当該放射性核種の被ばく線量

の比を推定することにより管理し、放射性 Cs 濃度で

規制を行うこととした。すなわち、食品への移行経路

毎に放射性核種移行評価を実施して各食品中の

放射性核種濃度比を推定することにより、放射性

Cs に対する基準値に反映させた。食品中の放射性

核種濃度比は、土壌中放射性核種濃度の比や、環

境移行モデルおよびパラメータにより推定した。 

 また、この基準値の設定において、規制対象核種

以外の核種の影響に関しては、いずれも影響は小

さいと結論づけられている。このうち、ヨウ素-129

（129I）、テクネチウム-99（99Tc）等の長半減期核種に

ついては、「長期的には、今後の測定によって確認

することが必要であるが、寄与は十分小さいと考え

られる」としている。 

本研究は、食品の安全に関する根拠を線量評価

によって明示することにより、食品中の放射性物質

の基準値の妥当性について検証し、国民の安心・

安全を得ることを目的としている。本分担研究では、

「分担研究1. 農作物中Cs と長半減期核種の濃度

測定に関する研究」（以下「分担研究 1.」と記述す

る。）において採取・測定された、FDNPS 周辺にお

ける食品中放射性核種濃度の測定値等を用いて、

食品摂取による実際の内部被ばく線量を推定し、

現行の規準値によって食品中の放射性物質に安

全性が十分に確保されていることについて検証す

る。特に長半減期核種である129Iに着目し、「寄与は

十分小さいと考えられる」とした報告の妥当性につ

いて検討する。 

 

B.研究方法 



 

1. 線量評価方法 

食品摂取による内部被ばく線量は、各食品中放

射性核種濃度に、当該食品の摂取量および当該

放射性核種の内部被ばく線量係数を乗じて、対象

食品及び核種について合計することによって求める

ことができる。しかしながら、FDNPS 事故による放射

性核種の沈着量は地域及び核種によって大きく異

なる。よって、FDNPS 事故に起因する内部被ばく線

量を精度良く評価するためには、一般に摂取されて

いる食品中の各放射性核種濃度を地域ごとに網羅

的に測定することが必要である。 

本研究は、食品中放射性Cs、90Sr と 129Iによる内

部被ばく線量をそれぞれ推定し、比較検討すること

を目的としている。しかしながら 90Sr 及び 129I につい

ては、大量の試料や特別な機器を用いなければ検

出ができない。このため、測定に供する試料数およ

び種類は非常に限定的とならざるを得ない。 

よって、今回の研究では、食品の種類を同一種

類（ジャガイモ）に限定して福島県内外で採取し、そ

れぞれの同一試料中放射性 Cs、90Sr、129I 濃度を測

定することにより、それぞれの核種による内部被ばく

線量を推定することを試みる。 

また、本研究では、試料がジャガイモに限られて

いることから、試料中放射性 Cs、90Sr、129I 濃度に加

え、各試料中安定元素濃度、土壌から農作物への

移行係数、放射性物質の分布状況等調査によるヨ

ウ素の放射能濃度分析結果等を用いて、より精度

良く内部被ばく線量を推定することを試みる。 

なお、内部被ばく線量評価のための線量係数は、

ICRP Publication No.722)に記載されている経口摂取

に係る内部被ばく線量係数を用いる（表 1参照）。 

 

2. 本研究で対象とする食品 

 本研究で内部被ばく線量評価の対象とする農作

物は、分担研究 1.において採取された、福島県内

外における農作物（ジャガイモ）とする。 

 

3. 安定元素濃度の測定及び推定 

Cs とカリウム（K）は同じアルカリ金属であり、生態

圏内では似通った挙動を示すと考えられるため、安

定Kの摂取量から放射性 Cs 摂取量の推定を行う。

分担研究 1．において、放射性 Cs 濃度の測定とあ

わせて 40K濃度も測定されている。安定 K濃度は、

分担研究 1．で測定されたカリウム-40（40K）濃度を、

安定Kの単位重量あたりの40K放射能量である30.4 

Bq/kg3)で除することによって推定する。 

90Srによる内部被ばく線量評価においては、Srと同

じアルカリ土類金属である安定カルシウム（Ca）濃度

を用いる。分担研究 1．において採取された作物に

ついて、安定 Sr 濃度および安定 Ca濃度を測定す

る。測定は ICP 発光分光分析装置 (iCAP-6300, 

Thermo Fisher Scientific)及び ICP 質量分析装置

（PlasmaQuant MS, Analytik Jena）を用いて行い、濃

度既知の標準溶液で検量線を作成し定量する。 

129I による内部被ばく線量評価においては、安定

ヨウ素濃度として分担研究 1．で測定された 127I 濃度

を用いる。 

 

C.研究結果 

1． ジャガイモ中放射性核種濃度の比較検討 

線量評価に用いるジャガイモ中の 137Cs、90Sr、40K

及び 129I濃度（分担研究1．において測定）を表 2に

示す。分担研究 1．で考察されたように、南相馬市

における 129I 濃度が最も高く、FDNPS 事故の影響に

よる濃度の上昇が現れている可能性がある。しかし

ながら、大気圏核実験由来の放射性核種濃度のば

らつきは数オーダーにわたることから、南相馬市も

含め、今回測定された放射性核種濃度について、

FDNPS 事故の影響と大気圏核実験の影響を明確

に区別することは困難である。よって本線量評価に



 

おいては、分担研究 1．において測定された濃度を

そのまま用い、FDNPS 事故由来と大気圏核実験由

来を区別せずに線量評価を行うこととする。 

 

2. 安定元素濃度の測定及び推定結果 

  各試料について、安定元素濃度を推定あるいは

測定した結果を表 3 に示す。前述したように、安定

K 濃度は分担研究１.において測定された 40K 濃度

からの推定値、安定 Sr および安定 Ca濃度は本分

担研究における測定値、安定 I 濃度は分担研究 1．

で測定された 127I 濃度である。 

 表３に見られるように、植物の必須元素である K及

び Caは濃度が比較的安定している。Sr 及び I はこ

れらに比べて濃度のばらつきが大きいが、その変動

は１桁程度に収まっていることが分かる。 

 

3.  農作物摂取量を用いた内部被ばく線量の試算 

基準値の設定において用いられた各年齢性別区

分における、食品区分毎の食品摂取量 1)を表 4 に

示す。なお、１歳未満は調整粉乳からの摂取量が

大きいことから、本評価からは除外する。 

本年度は分担研究１．はジャガイモを試料としてい

ることから、食品摂取量を用いる方法では畜産物や

水産物中濃度を推定することは困難であることから、

農作物摂取による内部被ばく線量について検討す

る。 

土壌から農作物への元素の移行のし易さは元素

の種類によって異なることから、同じ放射性核種濃

度の耕作地で栽培された農作物でも、可食部中の

放射性核種濃度は異なる。よって、ジャガイモの放

射性核種濃度を用いて他の農作物中における放

射性核種濃度を推定するため、放射線医学総合研

究所が資源エネルギー庁事業において測定した土

壌-農作物移行係数 5-8)を用いることとする。本評価

で用いる食品分類に対応する、安定 Cs、安定 Sr 及

び安定 I の幾何平均値を表５にまとめて示す。ジャ

ガイモが属する芋類の移行係数は、いずれの元素

も農作物全体の平均的な値を示している。 

表 5 に示した土壌-農作物移行係数を用い、表４

における農作物の摂取量で重み付けすることにより、

ジャガイモ中濃度から農作物中濃度への換算係数

を導出することができる。各年齢性別区分葉菜中

濃度から農作物中濃度への換算係数を表6に示す。

Cs については 0.44〜0.58、Sr については 1.9〜

2.3、Iについては0.88〜1.1であった。 

 この換算係数にジャガイモ中放射性核種濃度を

乗じ、さらに農作物の摂取量及び線量係数を乗じる

ことにより、農作物摂取に起因する年間内部被ばく

線量を求めることができる。年齢区分「1-6歳」には5

歳、「7-12 歳」には 10 歳、「13-18 歳」には 15 歳、

「19 歳以上」及び「妊婦」には成人の線量係数を用

いる。また、基準値の設定における想定と同様に、

当該放射性核種が含まれる食品は、摂取する食品

の１／２と仮定する。また 134Cs 濃度については、い

ずれの試料からも検出されていないことから、全て

の試料について、平成 23 年 3 月 11 日における

134Cs/137Cs 放射能濃度比を 1:1 とし、令和元年 9 月

30日における 134Cs 濃度との比を算出し、137Cs 濃度

に乗じることによって推定する。 

 農作物の摂取による各核種による内部被ばく線量

の推定結果を表 7 に示す。137Cs による被ばく線量

推定値が最も高かったのは、南相馬市の「19 歳以

上【男子】」であり、年間 0.00059 mSv であった。90Sr

による被ばく線量推定値が最も高かったのは、南相

馬市の「13-18歳【男子】」であり、年間0.000082 mSv

であった。129I による被ばく線量推定値が最も高かっ

たのは、南相馬市の「7～12 歳【男子】」であり、年間

0.0000000061 mSvであった。であった。いずれにつ

いても、介入線量レベルである年間 1 mSv を大幅

に下回っている。 



 

 

4. 安定元素濃度を用いた内部被ばく線量の試算 

測定された放射性核種濃度と、その食品に含まれ

ている安定元素の濃度を比較し、一般的な安定元

素の年間摂取量（表 8）を用いることで、内部被ばく

線量を推定することを試みる。 

各採取場所のジャガイモ中 134Cs/安定K、137Cs/安

定 K、90Sｒ/安定 Ca及び 129I/安定 I を表 9 に示す。

それぞれ安定K濃度は分担研究１.において測定さ

れた 40K濃度からの推定値、安定 Sr および安定 Ca

濃度は本分担研究における測定値、安定 I 濃度は

分担研究 1．で測定された 127I 濃度である。 

安定 K及び安定 Caの年間摂取量は、平成 29 年

（2017年）国民健康・栄養調査報告 9）を用いる。しか

しながら、安定 I の年間摂取量は国民健康・栄養調

査報告には含まれていない。 

 「日本人の食事摂取基準（2020 年版）「日本人

の食事摂取基準」策定検討会報告書」10)では、「日

本人のヨウ素摂取量は、昆布製品などの海藻類を

あまり含まない献立での 500 μg/日未満を基本に、

間欠的に摂取する海藻類を含む献立分が加わり、

平均で１〜３ mg/日だと推定できる。」としている。ま

た、大学生を対象とした調査結果 11)に基づきで、

「海藻類を食べない集団のヨウ素摂取量が平均で 

73μg/日に過ぎないと報告されている」としている。 

すなわち、安定ヨウ素の摂取は「海藻類を多く含む

食事分」の影響が非常に大きい。一方、本研究では

農作物であるジャガイモのデータを用いることから、

このデータによって海藻類を含む摂取量に外挿す

ることは不確実性が非常に大きい。よって、安定 I の

摂取量については、「昆布製品などの海藻類をあま

り含まない食事からの 500μg/日未満」を基として

推定することとする。 

まず、成人における「海藻類をあまり含まない食事」

における安定I摂取量を安全側に500μg/日と仮定

する。次に、表 4 に示した「摂取量合計」から「海産

物」を除いた摂取量を用い、「１９歳以上【男子】」と

「１９歳以上【女子】」の当該摂取量の平均値を求め

る。この平均値で前述の安定 I 摂取量（500μg/日）

を規格化し、各年齢性別区分の安定 I 摂取量の推

定値とする。なお、国民健康・栄養調査報告の年齢

区分は「１〜６歳」，「７〜14 歳」、「15〜19 歳」、「20

歳以上」（20歳以上は 10歳毎に区分した上「20歳

以上」として再集計されている）となっているため、表

4 の「１〜６歳」，「７〜12歳」、「13〜18歳」、「19歳以

上」をそれぞれ対応させることとする。これらの方法

によって取りまとめた各年齢性別区分の各安定元

素摂取量を表 8に示す。 

この各安定元素摂取量に、安定元素摂取量を用

いた年間内部被ばく線量推定値を表10に示す。な

お、ここで、134Cs、137Cs、90Sr、40Kは全食品による

摂取を対象とした推定値であるが、129I による被

ばく線量は、前述したように、「海藻類を多く含む

食事分」を除いた推定値である。 

 全ての食品を考慮した放射性 Cs による年間内部

被ばく線量は、最も線量の高かった南相馬市の「男

性 20歳以上」でも年間 0.0011  mSv程度であり、介

入線量レベルである年間 1 mSv を大幅に下回って

いる。なお 40Kによる年間内部被ばく線量は0.1 mSv

を上回っている。すなわち、放射性Csによる年間内

部被ばく線量は 40Kによる年間内部被ばく線量に比

べて２オーダー以上低い値であった。90Sr による被

ばく線量は、いずれの地域及び性別年齢区分にお

いても年間 0.0001  mSv のオーダーであった。 

129I による「海藻類をあまり含まない食事」における

年間内部被ばく線量は、最も線量の高かった南相

馬市でも年間 0.000001  mSv のオーダーであり、放

射性Csによる年間内部被ばく線量に比べて十分に

低い値であった。 

  



 

D.考察 

1. 農作物摂取量を用いた内部被ばく線量の試算 

表 7 に示したように、農作物摂取による年間内部被

ばく線量推定値は、最も高い南相馬市の「19歳以

上【男子】」でも、年間 0.00059 mSv であり介入線量

レベルである年間 1 mSv を大幅に下回っている。な

お、2018年 9月〜10 月に調査されたマーケットバス

ケット法による、放射性セシウムから受ける年間被ば

く線量 12）は、福島 (浜通り）で0.0009 mSv、福島 (中

通り）で 0.0011 mSv、福島 (会津）で 0.0010 mSvで

あり、また福島県以外では 0.0006〜0.0010 mSvであ

ることから、地域による差異はほぼ見られなくなくな

っている。本評価における最大線量は、農作物摂

取によるもののみで、これらの値の 1/2〜1/10 程度

の評価結果となっている。なお、今回測定したジャ

ガイモから推定される放射性核種濃度の食品は、

本評価では基準値の設定における想定と同様に、

摂取する食品の 1/2 と仮定しているが、実際に摂取

される食品はより広範囲から購入されるため、全体

的に平均化していることが考えられる。また、本評価

では調理加工に伴う放射性セシウム濃度の減少は

考慮していないが、調理加工によって実際に摂取

する放射性セシウム濃度は減少する影響も考えら

れる。 

90Sr による被ばく線量は、性別年齢区分によって

異なるが、年間 0.00001  mSv のオーダーであった。

前述したように、この線量のほとんどが大気圏核実

験由来と考えられる。 

129I による被ばく線量推定値が最も高かったのは、

南相馬市の「7～12 歳【男子】」であり、年間

0.0000000061  mSv であった。この線量は、放射性

Cs による被ばく線量よりも５桁程度低く、農作物摂

取に起因する 129I による被ばく線量は、放射性 Cs 

による被ばく線量に比べ十分に低いことが示唆され

た。 

 

2. 安定元素濃度を用いた内部被ばく線量の試算 

安定 K 濃度を用いた放射性 Cs による全ての食

品を考慮した年間内部被ばく線量は、最も線量の

高かった南相馬市の「男性 20 歳以上」でも年間

0.0011  mSvあり、介入線量レベルである年間 1 mSv

を大幅に下回っている。これはマーケットバスケット

法による、放射性セシウムから受ける年間被ばく線

量 12）とほぼ同レベルであった。 

安定 Ca濃度を用いた 90Sr による全ての食品を考

慮した内部被ばく線量の評価結果は年齢によって

大きく変わるが、0.0001 mSv のオーダーであった。

分担研究 1.において記述されているように、今回検

出された 90Sr は大気圏核実験由来と考えられる。よ

って、事故由来の 90Sr による被ばく線量はこの評価

結果よりも十分に低いと考えられる。 

129I による「海藻類をあまり含まない食事」における

年間内部被ばく線量は、最も線量の高かった南相

馬市でも年間 0.000001  mSv のオーダーであり、放

射性Csによる年間内部被ばく線量に比べて十分に

低い値であった。この結果は、農作物摂取量を用

いた内部被ばく線量の試算を2〜3桁程度上回って

いる。 

なお、本評価においては、安定 I の成人における

摂取量について、「海藻類をあまり含まない食事」と

して 500μg/日と仮定している。一方、「間欠的に摂

取する海藻類を含む献立分が加わり、平均で１〜３ 

mg/日だと推定できる。」10)とされていることから、仮

に海藻類における 129I /安定 I が今回測定されたジ

ャガイモと等しいと仮定した場合には、129I による内

部被ばく線量は、表10に示した線量の２〜６倍と

なるが、それでも十分に低い値である。 

このように、129I による被ばく線量は放射性セシウ

ムに比べて十分に低いと考えられるが、その推定結

果については、現時点では不確実性が大きい、より



 

精度の高い評価のためには、海藻類を含む海産物

摂取の評価等、より広範囲な調査研究が重要であ

る。 

 

E. 結論 

令和元年度に採取されたジャガイモ中放射性 Cs

濃度、90Sr 濃度、１２９I 濃度および安定元素濃度を用

いて、年間内部被ばく線量を試算した結果、極めて

保守的な仮定、すなわち、摂取する全ての農作物

あるいは食品について、原材料も含め全て福島県

内から産出されたものとし、過去の大気中核実験等

のフォールアウトによる 90Sr の寄与を含めた場合で

あっても、介入線量レベルである年間 1 mSv を大

幅に下回っていた。 

すなわち、FDNPS 事故由来に起因する年間内部

被ばく線量は、90Sr 及び 129I の寄与を考慮しても、年

間 1 mSv の 1/1000程度であり、現行の基準値によ

って食品中の放射性物質について安全性が十分

に確保されていることを確認した。なお、事故に起

因する 90Sr の寄与は極めて小さく、放射性 Cs 以外

の放射性核種の寄与を安全側に考慮した放射性

Cs に対する基準値の算定値は、妥当であったと考

えられる。１２９I による被ばく線量も年間 1 mSv に比べ

て十分に小さく、また、放射性 Cs による被ばく線量

に比べても十分低いことが確認された。 

なお、今回はジャガイモのデータによって線量評

価を実施した。食品中放射性核種濃度や、安定元

素に対する濃度比はばらつきが大きく、また、同じ

市町村においても沈着量のばらつきが大きい。特

に本研究において着目した 129I による内部被ばく線

量評価については、安定 I の摂取経路において海

藻類の寄与が大きいことから、陸域環境における調

査のみならず、より広範囲な調査研究が重要である。 

本研究は、食品中の放射性物質の基準値に対し

て、国民が安心・安全を得ることができること、そして

国内の食品の安全に関する根拠を示すことを目的

に、食品中の放射性物質の基準値の妥当性につ

いて検証を行うことを目的としている。本研究によっ

て、FDNPS 事故由来に起因する年間内部被ばく線

量は介入線量レベルである年間 1 mSvを大幅に下

回っている蓋然性が高いことを示したが、より精度

の高い推定を行うためには、試料数を増やして測

定を継続的に行い、放射性物質濃度と安定元素濃

度の関連性について評価解析を実施するなど、より

詳細な検討が必要と考えられる。 
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表１ 評価に用いた内部被ばく線量係数（mSv/Bq） 

 

 

表 2 分担研究１.において測定されたジャガイモ中放射性核種濃度（2019 年度） 

 

 
 
 

 

表 3 ジャガイモ中安定元素濃度 
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Bq/kg 生

宮城県大崎市 6.5E-02 ± 5.1E-03 - 1.4E+02 ± 4.8E-01 8.0E-09 ± 3.2E-09

栃木県鹿沼市 7.2E-02 ± 3.9E-03 - 1.3E+02 ± 3.3E-01 < 1.2E-08

愛知県武豊町 < 1.5E-02 - 1.5E+02 ± 3.5E-01 < 9.3E-09

福島県南相馬市 4.4E-01 ± 1.5E-02 1.1E-02 ± 1.7E-03 1.4E+02 ± 8.9E-01 3.6E-07 ± 1.5E-08

福島県福島市 3.2E-01 ± 1.2E-02 7.2E-03 ± 1.4E-03 1.4E+02 ± 8.0E-01 6.9E-08 ± 6.9E-09

福島県郡山市 4.0E-01 ± 2.5E-02 6.4E-03 ± 1.6E-03 1.2E+02 ± 1.4E+00 7.3E-08 ± 7.5E-09

福島県猪苗代町 4.8E-02 ± 4.8E-03 8.7E-03 ± 1.8E-03 1.2E+02 ± 4.2E-01 < 9.1E-09

採取場所

137
Cs

90
Sr

40
K

129
I

Bq/kg 生 Bq/kg 生 Bq/kg 生

安定K（
40
Kから算定） 安定Sr 安定Ca 安定I

gK/kg 生 gSr/kg 生 gCa/kg 生 gI/kg 生

宮城県大崎市 4.4E+00 8.0E-05 4.4E-01 1.6E-05

栃木県鹿沼市 4.4E+00 5.5E-05 3.2E-01 4.2E-05

愛知県武豊町 4.8E+00 7.8E-05 3.2E-01 3.3E-05

福島県南相馬市 4.6E+00 1.2E-04 3.4E-01 9.0E-06

福島県福島市 4.5E+00 7.6E-04 3.3E-01 2.4E-05

福島県郡山市 4.0E+00 1.3E-04 2.8E-01 1.8E-05

福島県猪苗代町 4.0E+00 1.5E-04 3.9E-01 1.4E-05

採取場所



  

 

表 4 食品区分ごとの平均１日摂取量（g/日）1) 

 

＊ その他にはキノコ類、菓子類、酒類、嗜好飲料、調味料等が含まれる 

 

表 5 各安定元素の土壌−農作物移行係数の幾何平均値（乾重量あたり）5) 

  

 

 

表 6 芋類中濃度から農作物中濃度への換算係数(-) 
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1-6歳

【男子】

1-6歳

【女子】

7-12歳

【男子】

7-12歳

【女子】

13-18歳

【男子】

13-18歳

【女子】

19歳以上

【男子】

19歳以上

【女子】
妊婦

Cs 5.6E-01 5.8E-01 5.1E-01 5.4E-01 4.4E-01 5.1E-01 5.0E-01 5.7E-01 5.8E-01

Sr 2.0E+00 2.0E+00 2.1E+00 2.2E+00 1.9E+00 2.2E+00 2.1E+00 2.3E+00 2.3E+00

I 1.1E+00 1.1E+00 9.7E-01 1.0E+00 8.8E-01 9.8E-01 1.0E+00 1.1E+00 1.1E+00



  

表 7 農作物摂取による年間内部被ばく線量推定値（単位：mSv/y） 

 

 

* 武豊町の 134Cs 及び 137Csの線量は 137Cs 濃度の検出下限値を使用 

** 鹿沼市、武豊町、猪苗代町の 129I の線量は 129I 濃度の検出下限値を使用 

 

表 8 安定元素濃度摂取量（単位：g/y） 

 

 

  

1-6歳

【男子】

1-6歳

【女子】

7-12歳

【男子】

7-12歳

【女子】

13-18歳

【男子】

13-18歳

【女子】

19歳以上

【男子】

19歳以上

【女子】
妊婦

134
Cs 3.7E-06 3.6E-06 5.5E-06 5.4E-06 7.8E-06 7.2E-06 8.8E-06 8.5E-06 8.1E-06

137
Cs 4.0E-05 3.9E-05 5.7E-05 5.6E-05 7.8E-05 7.2E-05 8.8E-05 8.5E-05 8.1E-05

90
Sr - - - - - - - - -

129
I 8.7E-11 8.5E-11 1.3E-10 1.3E-10 1.0E-10 9.6E-11 9.2E-11 8.8E-11 8.4E-11

134
Cs 4.1E-06 4.0E-06 6.0E-06 5.9E-06 8.6E-06 7.9E-06 9.7E-06 9.3E-06 8.9E-06

137
Cs 4.4E-05 4.3E-05 6.3E-05 6.2E-05 8.6E-05 7.9E-05 9.7E-05 9.3E-05 8.9E-05

90
Sr - - - - - - - - -

129
I
** 1.3E-10 1.3E-10 2.1E-10 2.0E-10 1.6E-10 1.5E-10 1.4E-10 1.4E-10 1.3E-10

134
Cs
* 8.3E-07 8.1E-07 1.2E-06 1.2E-06 1.8E-06 1.6E-06 2.0E-06 1.9E-06 1.8E-06

137
Cs
* 9.0E-06 8.8E-06 1.3E-05 1.3E-05 1.8E-05 1.6E-05 2.0E-05 1.9E-05 1.8E-05

90
Sr - - - - - - - - -

129
I
** 1.0E-10 9.9E-11 1.6E-10 1.5E-10 1.2E-10 1.1E-10 1.1E-10 1.0E-10 9.8E-11

134
Cs 2.5E-05 2.4E-05 3.7E-05 3.6E-05 5.2E-05 4.8E-05 5.9E-05 5.7E-05 5.4E-05

137
Cs 2.7E-04 2.6E-04 3.8E-04 3.8E-04 5.2E-04 4.8E-04 5.9E-04 5.7E-04 5.4E-04

90
Sr 3.3E-05 3.2E-05 5.9E-05 5.8E-05 8.2E-05 7.6E-05 3.2E-05 3.1E-05 3.0E-05

129
I 3.9E-09 3.8E-09 6.1E-09 6.0E-09 4.7E-09 4.3E-09 4.1E-09 4.0E-09 3.8E-09

134
Cs 1.8E-05 1.8E-05 2.7E-05 2.7E-05 3.9E-05 3.6E-05 4.4E-05 4.2E-05 4.0E-05

137
Cs 2.0E-04 1.9E-04 2.8E-04 2.8E-04 3.9E-04 3.6E-04 4.3E-04 4.2E-04 4.0E-04

90
Sr 2.2E-05 2.1E-05 3.8E-05 3.8E-05 5.3E-05 4.9E-05 2.1E-05 2.0E-05 1.9E-05

129
I 7.5E-10 7.3E-10 1.1E-09 1.1E-09 8.9E-10 8.2E-10 7.9E-10 7.6E-10 7.2E-10

134
Cs 2.3E-05 2.2E-05 3.3E-05 3.3E-05 4.8E-05 4.4E-05 5.4E-05 5.2E-05 4.9E-05

137
Cs 2.4E-04 2.4E-04 3.5E-04 3.4E-04 4.7E-04 4.4E-04 5.4E-04 5.2E-04 4.9E-04

90
Sr 1.9E-05 1.9E-05 3.4E-05 3.3E-05 4.8E-05 4.4E-05 1.9E-05 1.8E-05 1.7E-05

129
I 7.9E-10 7.7E-10 1.2E-09 1.2E-09 9.4E-10 8.7E-10 8.3E-10 8.0E-10 7.6E-10

134
Cs 2.7E-06 2.7E-06 4.1E-06 4.0E-06 5.8E-06 5.3E-06 6.5E-06 6.3E-06 6.0E-06

137
Cs 2.9E-05 2.9E-05 4.2E-05 4.2E-05 5.8E-05 5.3E-05 6.5E-05 6.3E-05 6.0E-05

90
Sr 2.6E-05 2.5E-05 4.6E-05 4.5E-05 6.4E-05 5.9E-05 2.5E-05 2.4E-05 2.3E-05

129
I
** 9.9E-11 9.6E-11 1.5E-10 1.5E-10 1.2E-10 1.1E-10 1.0E-10 1.0E-10 9.5E-11

福島県猪苗代町

宮城県大崎市

栃木県鹿沼市

愛知県武豊町

福島県南相馬市

福島県福島市

福島県郡山市
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表 9 安定元素重量に対する放射性核種の放射能比 

  

*武豊町の 134Cs/安定 K、137Cs/安定 K及び 129I/安定 Iは 137Cs濃度及び 129I濃度の検出下限値を使用 

**鹿沼市及び猪苗代町の 129I/安定 Iは 129I 濃度の検出下限値を使用 

 

表 10-1 安定元素摂取量を用いた年間内部被ばく線量推定値（単位：mSv/y） 

  

 

 

  
 

 

 

 

134
Cs/安定K

137
Cs/安定K

90
Sr/安定Ca

129
I/安定I

Bq/gK Bq/gK Bq/gCa Bq/gI

宮城県大崎市 1.0E-03 1.5E-02 - 4.9E-04

栃木県鹿沼市
** 1.1E-03 1.6E-02 - 2.9E-04

愛知県武豊町
* 2.1E-04 3.1E-03 - 2.8E-04

福島県南相馬市 6.5E-03 9.5E-02 3.3E-02 4.0E-02

福島県福島市 4.9E-03 7.2E-02 2.2E-02 2.8E-03

福島県郡山市 6.7E-03 9.8E-02 2.3E-02 4.1E-03

福島県猪苗代町
** 8.3E-04 1.2E-02 2.2E-02 6.7E-04

採取場所

男性1-6歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 6.8E-06 7.3E-05 - 1.0E-08 3.3E-01

栃木県鹿沼市
** 7.6E-06 8.2E-05 - 6.2E-09 3.3E-01

愛知県武豊町
* 1.4E-06 1.5E-05 - 6.0E-09 3.3E-01

福島県南相馬市 4.4E-05 4.8E-04 2.4E-04 8.6E-07 3.3E-01

福島県福島市 3.4E-05 3.6E-04 1.6E-04 6.0E-08 3.3E-01

福島県郡山市 4.6E-05 4.9E-04 1.7E-04 8.8E-08 3.3E-01

福島県猪苗代町
** 5.6E-06 6.0E-05 1.6E-04 1.4E-08 3.3E-01

採取場所

女性1-6歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 6.3E-06 6.8E-05 - 1.0E-08 3.1E-01

栃木県鹿沼市
** 7.1E-06 7.6E-05 - 5.9E-09 3.1E-01

愛知県武豊町
* 1.3E-06 1.4E-05 - 5.7E-09 3.1E-01

福島県南相馬市 4.1E-05 4.4E-04 2.1E-04 8.2E-07 3.1E-01

福島県福島市 3.1E-05 3.4E-04 1.4E-04 5.7E-08 3.1E-01

福島県郡山市 4.2E-05 4.6E-04 1.5E-04 8.4E-08 3.1E-01

福島県猪苗代町
** 5.2E-06 5.6E-05 1.4E-04 1.4E-08 3.1E-01

採取場所



  

表 10-2 安定元素摂取量を用いた年間内部被ばく線量推定値（単位：mSv/y） 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

男性7-14歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.2E-05 1.3E-04 - 1.7E-08 3.4E-01

栃木県鹿沼市
** 1.3E-05 1.4E-04 - 1.0E-08 3.4E-01

愛知県武豊町
* 2.5E-06 2.6E-05 - 9.9E-09 3.4E-01

福島県南相馬市 7.8E-05 8.2E-04 5.0E-04 1.4E-06 3.4E-01

福島県福島市 5.9E-05 6.2E-04 3.3E-04 9.9E-08 3.4E-01

福島県郡山市 8.1E-05 8.4E-04 3.6E-04 1.5E-07 3.4E-01

福島県猪苗代町
** 9.9E-06 1.0E-04 3.4E-04 2.3E-08 3.4E-01

採取場所

女性7-14歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.1E-05 1.1E-04 - 1.6E-08 3.0E-01

栃木県鹿沼市
** 1.2E-05 1.3E-04 - 9.1E-09 3.0E-01

愛知県武豊町
* 2.2E-06 2.3E-05 - 8.9E-09 3.0E-01

福島県南相馬市 7.0E-05 7.3E-04 4.7E-04 1.3E-06 3.0E-01

福島県福島市 5.3E-05 5.5E-04 3.1E-04 8.9E-08 3.0E-01

福島県郡山市 7.2E-05 7.5E-04 3.3E-04 1.3E-07 3.0E-01

福島県猪苗代町
** 8.9E-06 9.3E-05 3.1E-04 2.1E-08 3.0E-01

採取場所

男性15-19歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.6E-05 1.6E-04 - 1.4E-08 1.9E-01

栃木県鹿沼市
** 1.8E-05 1.8E-04 - 8.2E-09 1.9E-01

愛知県武豊町
* 3.3E-06 3.3E-05 - 8.0E-09 1.9E-01

福島県南相馬市 1.0E-04 1.0E-03 5.1E-04 1.1E-06 1.9E-01

福島県福島市 7.9E-05 7.9E-04 3.4E-04 7.9E-08 1.9E-01

福島県郡山市 1.1E-04 1.1E-03 3.6E-04 1.2E-07 1.9E-01

福島県猪苗代町
** 1.3E-05 1.3E-04 3.4E-04 1.9E-08 1.9E-01

採取場所



  

表 10-3 安定元素摂取量を用いた年間内部被ばく線量推定値（単位：mSv/y） 

  

  

 

  

*武豊町の 134Cs、137Cs及び 129Iの評価は 137Cs 濃度及び 129I 濃度の検出下限値を使用 

**鹿沼市及び猪苗代町の 129I の評価は 129I 濃度の検出下限値を使用 

 

 
  

女性15-19歳

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.3E-05 1.3E-04 - 1.1E-08 1.6E-01

栃木県鹿沼市
** 1.5E-05 1.5E-04 - 6.6E-09 1.6E-01

愛知県武豊町
* 2.8E-06 2.8E-05 - 6.5E-09 1.6E-01

福島県南相馬市 8.7E-05 8.7E-04 4.5E-04 9.2E-07 1.6E-01

福島県福島市 6.6E-05 6.6E-04 2.9E-04 6.4E-08 1.6E-01

福島県郡山市 9.0E-05 9.0E-04 3.2E-04 9.4E-08 1.6E-01

福島県猪苗代町
** 1.1E-05 1.1E-04 3.0E-04 1.5E-08 1.6E-01

採取場所

男性20歳以上

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.7E-05 1.7E-04 - 1.1E-08 1.6E-01

栃木県鹿沼市
** 1.9E-05 1.9E-04 - 6.5E-09 1.6E-01

愛知県武豊町
* 3.5E-06 3.5E-05 - 6.4E-09 1.6E-01

福島県南相馬市 1.1E-04 1.1E-03 1.7E-04 9.1E-07 1.6E-01

福島県福島市 8.2E-05 8.2E-04 1.1E-04 6.3E-08 1.6E-01

福島県郡山市 1.1E-04 1.1E-03 1.2E-04 9.3E-08 1.6E-01

福島県猪苗代町
** 1.4E-05 1.4E-04 1.2E-04 1.5E-08 1.6E-01

採取場所

女性20歳以上

134
Cs

137
Cs

90
Sr

129
I

40
K

mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y mSv/y

宮城県大崎市 1.6E-05 1.6E-04 - 8.8E-09 1.6E-01

栃木県鹿沼市
** 1.8E-05 1.8E-04 - 5.1E-09 1.6E-01

愛知県武豊町
* 3.3E-06 3.3E-05 - 5.0E-09 1.6E-01

福島県南相馬市 1.0E-04 1.0E-03 1.7E-04 7.1E-07 1.6E-01

福島県福島市 7.7E-05 7.7E-04 1.1E-04 5.0E-08 1.6E-01

福島県郡山市 1.1E-04 1.1E-03 1.2E-04 7.3E-08 1.6E-01

福島県猪苗代町
** 1.3E-05 1.3E-04 1.2E-04 1.2E-08 1.6E-01

採取場所


